
野呂川水系河川整備計画策定のスケジュール

河川整備計画の策定

整備計画策定にあたり，河川法第16条の規定に基づき，学識経験を有する者の意見を聴取
するための「検討委員会」を設置するとともに，関係住民の意見を反映させるため，地元代表者
から構成される「懇談会」を設置する。（河川法第16条の２第４項）
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